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調
査
概
要

調
査
の
目
的

今
後

の
最

低
賃

金
に

関
す

る
検

討
に

資
す

る
た

め
、2

02
4年

の
最

低
賃

金
引

上
げ

に
対

す
る

最
賃

近
傍

雇
用

者
の

意
識

や
対

応
等

に
つ

い
て

調
査

す
る

も
の

。

調
査
対
象

20
24

(令
和

６
)年

10
 月

の
最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

関
す

る
労

働
者

の
意

識
や

対
応

等
の

実
態

を
把

握
す

る
に

当
た

り、
最

低
賃

金
の

引
上

げ
に

よ
る

影
響

が
大

き
い

と考
え

られ
る

労
働

者
を

調
査

対
象

とし
て

設
定

した
。具

体
的

に
は

、イ
ンタ

ー
ネ

ット
モ

ニタ
ー

の
うち

、勤
続

1年
以

上
の

非
正

規
雇

用
労

働
者

で
あ

り、
か

つ
、時

間
当

た
り賃

金
額

が
勤

務
先

の
所

在
す

る
都

道
府

県
の

最
低

賃
金

額
の

1.
1倍

未
満

で
あ

る
者

（
以

下
「最

賃
近

傍
雇

用
者

」と
い

う。
）

を
対

象
とし

た
。

本
調

査
に

お
い

て
は

、就
労

形
態

(Q
5)

が
「雇

わ
れ

て
い

る
人

」の
うち

、「
正

規
の

職
員

・従
業

員
」を

除
い

た
者

を
対

象
とし

た
。

調
査
方
法

イン
ター

ネ
ット

モ
ニタ

ー
調

査

調
査
期
間

20
25

(令
和

7)
年

5月
14

日
～

5月
26

日

有
効
回
答
数

3,
00

0人

調
査
結
果
の
見
方

結
果

の
「う

ち
、最

賃
上

昇
に

よ
る

賃
金

上
昇

層
」は

、過
去

1年
以

内
に

時
間

当
た

り賃
金

が
上

昇
した

人
（

Q
27

）
の

うち
、そ

の
理

由
とし

て
「最

低
賃

金
が

上
が

った
か

ら」
と回

答
した

人
（

Q
29

）
に

お
け

る
集

計
結

果
で

あ
る

。掲
載

して
い

る
図

表
に

表
示

され
た

数
値

は
四

捨
五

入
され

た
数

値
で

あ
る

こと
か

ら、
単

数
回

答
設

問
に

お
い

て
、回

答
割

合
を

足
し上

げ
て

も
10

0％
に

な
らな

い
場

合
が

あ
る

。ま
た

、複
数

の
項

目
の

回
答

割
合

を
足

し上
げ

た
際

に
、実

際
の

集
計

結
果

を
足

し上
げ

た
数

値
とグ

ラフ
上

の
数

値
を

足
し上

げ
た

数
値

が
一

致
しな

い
場

合
が

あ
る

。

有
効
回
答
者
の
属
性
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1:
回
答
者
の
基
本
属
性

回
答
者
の
基
本
属
性
は
以
下
の
通
りと
な
る
。

図
表

1-
1

性
別

（
Q

1）
図

表
1-

3
勤

務
先

が
所

在
す

る
都

道
府

県
の

最
低

賃
金

ラン
ク

図
表

1-
2

年
齢

（
Q

２
）

図
表

1-
4

就
労

形
態

（
Q

5）
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2：
過
去
1年
間
の
賃
金
上
昇
の
有
無
、賃
金
上
昇
の
理
由

・過
去

1年
以

内
に

時
間

当
た

り賃
金

が
上

昇
した

割
合

は
「全

体
」で

54
.6

％
で

あ
った

。
・過

去
1年

以
内

に
時

間
当

た
り賃

金
が

上
昇

した
回

答
者

に
つ

い
て

、そ
の

理
由

を
み

る
と、

「全
体

」で
「最

低
賃

金
が

上
が

った
か

ら」
と回

答
した

割
合

は
74

.1
％

で
あ

っ
た

。

図
表

2-
1

過
去

1年
以

内
の

時
間

当
た

りの
賃

金
上

昇
有

無
（

Q
27

）

図
表

2-
2

過
去

1年
以

内
に

時
間

当
た

り賃
金

が
上

昇
した

理
由

（
Q

29
：

複
数

回
答

）
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3．
過
去
１
年
間
の
賃
金
上
昇
の
時
期
、賃
金
上
昇
額

・調
査

時
点

より
過

去
1年

以
内

に
時

間
当

た
り賃

金
が

上
昇

した
回

答
者

に
つ

い
て

、賃
金

が
上

昇
した

時
期

をみ
る

と、
「全

体
」で

は
「2

02
4年

10
月

」が
36

.2
％

で
も

っと
も

割
合

が
高

い
。「

うち
、

最
賃

上
昇

に
よる

賃
金

上
昇

層
」で

は
、「

20
24

年
10

月
」が

43
.2

％
とも

っと
も

割
合

が
高

く、
「全

体
」と

比
べ

て
も高

い
。

・賃
金

の
上

昇
額

を
み

ると
、「

全
体

で
は

」「
50

円
～

54
円

」が
26

.7
％

で
も

っと
も

割
合

が
高

く、
次

い
で

「1
0円

～
14

円
」が

13
.0

％
、「

20
円

～
24

円
」が

9.
5％

とな
って

い
る

。

図
表

3-
1

過
去

1年
以

内
に

賃
金

が
上

昇
した

時
期

（
Q2

8）
図

表
3-

2
1年

前
と比

較
した

時
間

当
た

り賃
金

の
上

昇
額

（
Q

30
）
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4．
最
賃
上
昇
に
よ
り賃
金
が
上
昇
した
回
答
者
の
状
況
の
変
化

時
間

当
た

り賃
金

の
上

昇
の

理
由

とし
て

「最
低

賃
金

が
上

が
った

か
ら」

を挙
げ

た
回

答
者

に
つ

い
て

、
賃

金
が

上
昇

した
こと

に
よる

仕
事

の
モチ

ベ
ー

シ
ョン

へ
の

影
響

をみ
ると

、
「う

ち
、最

賃
上

昇
に

よる
賃

金
上

昇
層

」
で

は
「上

が
った

」「
や

や
上

が
った

」が
計

32
.7

％
、

主
な

仕
事

に
よる

1ヶ
月

当
た

りの
賃

金
の

増
減

をみ
る

と、
「増

え
た

」「
や

や
増

え
た

」が
計

58
.２

％
、

1年
前

と現
在

を比
べ

た
暮

らし
向

きの
変

化
をみ

る
と、

「ゆ
とり

が
増

した
」「

や
や

ゆ
とり

が
増

した
」が

計
8.

0％
、

増
え

た
賃

金
の

使
途

をみ
る

と、
「ほ

ぼ
全

て
を消

費
に

回
して

い
る」

「多
くを

消
費

に
回

して
い

る
」が

計
59

.8
％

とな
って

い
る

。

図
表

4-
1

賃
金

上
昇

に
よ

る
仕

事
の

モチ
ベ

ー
シ

ョン
へ

の
影

響
（

Q
31

）

図
表

4-
2

主
な

仕
事

に
よる

1ヶ
月

当
た

りの
賃

金
の

増
減

（
Q

39
）

図
表

4-
3

1年
前

と現
在

を比
べ

た
暮

らし
向

きの
変

化
（

Q4
5）

図
表

4-
4

増
え

た
賃

金
の

使
途

（
Q

43
）
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5．
最
低
賃
金
額
及
び
20
24
年
10
月
の
最
賃
引
上
げ
の
認
知
の
有
無
、知
った
経
緯
等

・勤
務

先
が

あ
る

都
道

府
県

の
最

低
賃

金
の

額
の

認
知

を
み

る
と、

「全
体

」が
57

.2
％

、「
うち

、最
賃

上
昇

に
よ

る
賃

金
上

昇
層

」が
73

.2
％

で
あ

る
。2

02
4年

10
月

の
最

低
賃

金
引

き
上

げ
の

認
知

を
み

る
と、

「全
体

」が
75

.0
％

、
「う

ち
、最

賃
上

昇
に

よ
る

賃
金

上
昇

層
」が

92
.4

％
で

あ
る

。

図
表

5-
1

勤
務

先
が

あ
る

都
道

府
県

の
最

低
賃

金
の

額
の

認
知

（
Q4

7）
図

表
5-

3
20

24
年

10
月

の
最

低
賃

金
引

き上
げ

の
認

知
（

Q
49

）
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5．
最
低
賃
金
額
及
び
20
24
年
10
月
の
最
賃
引
上
げ
の
認
知
の
有
無
、知
った
経
緯
等

・勤
務

先
が

あ
る

都
道

府
県

の
最

低
賃

金
の

額
を知

った
経

緯
等

、
20

24
年

10
月

の
最

低
賃

金
引

き上
げ

を知
った

経
緯

等
の

い
ず

れ
で

も
、「

全
体

」と
「う

ち
、最

賃
上

昇
に

よる
賃

金
上

昇
層

」共
に

「テ
レビ

で
知

った
」が

も
っと

も割
合

が
高

い
。

図
表

5-
4

20
24

年
10

月
の

最
低

賃
金

引
き上

げ
を知

った
経

緯
等

（
Q

50
：

複
数

回
答

）
図

表
5-

2
勤

務
先

が
あ

る
都

道
府

県
の

最
低

賃
金

の
額

を知
った

経
緯

等
（

Q
48

：
複

数
回

答
）
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6．
今
後
の
最
低
賃
金
引
き
上
げ
に
関
す
る
意
識

・今
後

も最
低

賃
金

が
引

き上
が

る
べ

きと
思

う割
合

をみ
る

と、
「全

体
」で

は
、「

そう
思

う」
「や

や
そう

思
う」

が
計

75
.9

％
とな

って
い

る
。今

後
も

最
低

賃
金

が
引

き上
が

るべ
きと

思
う理

由
をみ

る
と、

「全
体

」で
は

、「
現

在
の

最
低

賃
金

額
は

生
計

を維
持

す
るた

め
に

十
分

な
水

準
で

な
い

か
ら」

が
65

.8
％

で
も

っと
も

割
合

が
高

く、
次

い
で

「最
低

賃
金

が
引

き上
が

ると
、自

分
の

賃
金

も上
が

る
か

ら」
が

51
.1

％
とな

って
い

る。

図
表
6-
1
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
あ
が
る
べ
き
と思
うか
（
Q
51
）

図
表
6-
2
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
あ
が
る
べ
き
と思
う

理
由
（
Q
52
：
複
数
回
答
）

・今
後

も
最

低
賃

金
が

引
き上

が
る

べ
きと

思
わ

な
い

割
合

をみ
る

と、
「全

体
」で

は
、「

あ
まり

そう
思

わ
な

い
」「

そう
思

わ
な

い
」が

計
3.

6％
とな

って
い

る
。今

後
も最

低
賃

金
が

引
き上

が
るべ

きと
思

わ
な

い
理

由
をみ

る
と、

「全
体

」で
は

、「
最

低
賃

金
が

引
き上

が
る

と、
そ

の
分

労
働

時
間

を減
らさ

な
くて

は
な

らな
い

か
ら」

が
26

.2
％

で
も

っと
も割

合
が

高
く、

次
い

で
「最

低
賃

金
が

引
き上

が
ると

、
勤

務
先

の
業

績
が

悪
化

す
る

と思
う」

が
25

.2
％

とな
って

い
る

。

図
表
6-
3
今
後
も
最
低
賃
金
が
引
き
あ
が
る
べ
き
だ
と思
わ
な
い

理
由
（
Q
53
：
複
数
回
答
）



 

 

目次 

第１章 調査概要 .......................................................... 1 

１． 調査目的 ........................................................ 1 
２． 調査方法 ........................................................ 1 
３． 調査対象 ........................................................ 1 
４． 調査対象数 ...................................................... 3 
５． 調査期間 ........................................................ 4 
６． 有効回答者数 .................................................... 4 
７． 集計方法 ........................................................ 5 

第２章 調査結果 .......................................................... 6 

１． 回答者の属性 .................................................... 6 
（１）性別 .............................................................. 6 
（２）年齢 .............................................................. 7 
（３）仕事や勤務先の状況 ................................................ 7 
（４）居住地および勤務地 ................................................ 8 
（５）就労形態 ......................................................... 11 
（６）賃金の支払方法 ................................................... 11 
（７）時間当たり賃金 ................................................... 12 
（８）勤続年数 ......................................................... 14 
（９）最終学歴 ......................................................... 15 
（１０）婚姻の状況 ..................................................... 16 
（１１）同居家族 ....................................................... 17 
（１２）同居する子どもの学齢・年齢 ..................................... 18 
（１３）個人年収 ....................................................... 19 
（１４）世帯年収 ....................................................... 19 
（１５）生活が誰の収入によっているか ................................... 20 
（１６）勤務先の業種 ................................................... 21 
（１７）職種 ........................................................... 22 
（１８）勤務先が人件費の価格転嫁が必要な状況にあるか ................... 23 
（１９）勤務先が人件費の価格転嫁を行っているか ......................... 24 
２． 就労に関する意識 ............................................... 25 
（１）働いている理由 ................................................... 25 
（２）現在の就労形態で働いている理由 ................................... 26 
（３）現在の仕事を決めるときに重視していたこと ......................... 27 



 

 

（４）正社員として働きたい意向 ......................................... 28 
３． 賃金上昇の実態 ................................................. 29 
（１）過去 1 年以内の時間当たり賃金の上昇有無 ........................... 29 
（２）（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金が上昇した時期 ............ 30 
（３）（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金が上昇した理由 ............ 31 
（４）（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金上昇額 .................... 33 
（５）（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金上昇による仕事のモチベーション

への影響 34 
（６）（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金上昇による仕事の能率への影響35 
４． 労働時間の実態と変化 ........................................... 36 
（１）平均的な週当たり実労働時間 ....................................... 36 
（２）就業調整の有無 ................................................... 37 
（３）就業調整をしている理由 ........................................... 38 
（４）1年前と現在を比べた労働時間の変化 ............................... 39 
（５）（労働時間が増えた場合）1 年前と現在を比べて、労働時間が増えた理由 40 
（６）（労働時間が減った場合）1 年前と現在を比べて、労働時間が減った理由 41 
５． 現在の賃金や暮らし向き ......................................... 42 
（１）1年前と現在を比べた、主な仕事による 1ヶ月当たりの賃金の増減 ..... 42 
（２）現在の賃金の使途 ................................................. 44 
（３）時間当たりの賃金に対する満足度 ................................... 45 
（４）1年前と現在を比べた、時間当たりの賃金に対する満足度の変化 ....... 46 
（５）（1年前と現在を比べて 1ヶ月の賃金が増えた場合）増えた賃金の使途 .. 47 
（６）現在の暮らし向き ................................................. 48 
（７）1年前と現在を比べた、暮らし向きの変化 ........................... 49 
６． 現在の仕事や職場の満足度 ....................................... 50 
７． 最低賃金引上げ等に関する認知 ................................... 52 
（１）勤務先が所在する都道府県の最低賃金の額について ................... 52 
（２）2024 年 10 月に最低賃金が引き上げられたことについて ............... 54 
８． 最低賃金引上げに関する意識 ..................................... 56 
（１）今後も最低賃金が引き上がるべきと思うか ........................... 56 
（２）今後も最低賃金が引き上がるべきと思う理由 ......................... 57 
（３）今後も最低賃金が引き上がるべきと思わない理由 ..................... 58 

資 料 編 .............................................................. 59 

参考資料１.2024(令和 6)年度地域別最低賃金改定状況 ...................... 60 
参考資料２.アンケート調査票 ............................................ 61 
参考資料３.集計表（回答者全体を対象とした集計） ........................ 80 
参考資料４.集計表（最賃上昇による賃金上昇層を対象とした集計） .......... 95 



 

 

 



- 1 - 

 

第１章 調査概要 

１． 調査目的 

最低賃金については、2016(平成 28)年度以降 3％程度（全国加重平均）の引上げ幅が続

いており（2020(令和 2)年度を除く。）、2024(令和 6)年度には 5％台（全国加重平均）の引

上げ幅となるなど、その影響は大きくなっている。また、中央最低賃金審議会目安制度の

在り方に関する全員協議会報告（2023(令和 5)年 4 月）では、「最低賃金の水準や影響、最

低賃金法第9条第2項の3要素の状況などについて様々な検討及び評価を行うための参考

資料の一層の整備・充実に向けて検討することが必要」とされている。 

最低賃金に関する調査研究においては、2020(令和 2)年度に最低賃金引上げの影響につ

いて、先行研究や統計データ分析等の調査研究が実施され、それらを整理した資料が中央

最低賃金審議会目安に関する小委員会（以下「目安小委」という。）に提出されており、

2021(令和 3)年度においては、最低賃金に関する調査研究を実施し報告書が取りまとめら

れるとともに、その概要が目安小委に提出されている。また、最低賃金の引上げに伴う企

業の対応については、これまでも累次のアンケート調査が行われており（例：JILPT 調査

シリーズ No.108 2013(平成 25)年 3 月最低賃金と企業行動に関する調査－結果の概要と

雇用への影響に関する分析－。以下「JILPT 企業調査」という。）、2024(令和 6)年度調査

結果の速報が今年の目安小委に提出されている。 

一方、最低賃金の引上げに関する労働者の意識や対応等については、2022(令和 4)年度、

2023(令和 5)年度及び 2024(令和 6)年度において「最低賃金の引上げに関する労働者の意

識や対応等に関する実態把握のための調査研究事業」（以下「労働者調査研究事業」とい

う。）が実施され、報告書が取りまとめられ、その概要が目安小委に提出されている。 

本事業では、引き続き、昨年(2024(令和 6)年)10 月の最低賃金の引上げに関する労働者

の意識や対応等の実態を把握し、今後の最低賃金改定の検討に役立てることを目的として

調査を実施した。 

なお本報告書は、厚生労働省の委託事業「最低賃金の引上げに関する労働者の意識や対

応等に関する実態把握のための調査研究事業（令和７年度）」の受託者である株式会社ナ

ビットが作成した。 

 

２． 調査方法 

インターネットモニター調査 

 

３． 調査対象 

2024(令和６)年 10 月の最低賃金の引上げに関する労働者の意識や対応等の実態を把握

するに当たり、最低賃金の引上げによる影響が大きいと考えられる労働者を調査対象とし
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て設定した。具体的には、インターネットモニターのうち、勤続 1 年以上の非正規雇用労

働者であり、かつ、時間当たり賃金額が勤務先の所在する都道府県の最低賃金額の 1.1 倍

未満である者（以下「最賃近傍雇用者」という。）を対象とした。本調査においては、就労

形態(Q5)が「雇われている人」のうち、「正規の職員・従業員」を除いた者を対象とした。

最賃近傍雇用者の判定に当たっては、賃金の支払方法（時給、日給、月給の別）の把握を

行い（Q6）、賃金支払方法ごとに時間当たり賃金の算出方法を設定した。各賃金の支払方

法における時間当たり賃金の算出方法は図表 1のとおりである。 

 

図表 1 時間当たり賃金の算出方法 

賃金支払方法 時間当たり賃金の算出方法 

時給（Q8） 回答のあった「時給」を時間当たり賃金とする。 

日給（Q9） 「日給」および「１日の所定労働時間」を把握し、「日給」を「１

日の所定労働時間」で除した額を時間当たり賃金とする。 

月給（Q10） 「月給」および「週当たりの所定労働時間」を把握のうえ、以下

の計算式より算出された賃金を時間当たり賃金とする。 

時間当たりの賃金＝（「月給」×12）／（「週当たり労働時間」

×365／7） 

※労働時間および賃金（時給・日給・月給の額）は数値で把握した。 

※Q9、Q10 の設問を表示する画面では、「あなたの時間あたり賃金」という項目を設け、

上記の算出方法により算出された時間当たり賃金を自動で表示する仕組みとした。ま

た、時間当たり賃金が 600 円未満となる場合は本調査へ進むことができない仕組みと

した（時給については、600 円未満は入力不可とした）。 
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４． 調査対象数 

調査の実施に当たっては、厚生労働省「令和 6 年賃金構造基本統計調査」の調査票情

報から労働基準局賃金課が集計した最賃近傍雇用者の属性（性・年齢階級・勤務地の地

域区分1）別の構成比をもとに、最賃近傍雇用者の全体回答者数を 3,000 人とした属性毎

の目標回答者数を設定した。「令和 6年賃金構造基本統計調査」から集計した最賃近傍雇

用者の構成比及び全体回答者数を 3,000 人とした際の目標回答者数は下表のとおりであ

る2。 

 

図表 2 「令和 6 年賃金構造基本統計調査」における最賃近傍雇用者の属性構成比 

性別 年齢 
勤務地の地域区分（最低賃金のランク） 

合計 
Ａランク Ｂランク Ｃランク 

男性 

29 歳以下 5.5% 3.9% 0.6% 10.1% 

30～39 歳 1.1% 0.9% 0.2% 2.2% 

40～49 歳 1.1% 0.8% 0.2% 2.1% 

50～59 歳 1.4% 1.1% 0.2% 2.6% 

60 歳以上 4.4% 4.4% 0.8% 9.6% 

合計 13.5% 11.1% 2.0% 26.6% 

女性 

29 歳以下 6.4% 5.3% 0.9% 12.6% 

30～39 歳 3.1% 3.2% 0.7% 7.0% 

40～49 歳 6.7% 6.1% 1.1% 14.0% 

50～59 歳 9.1% 7.7% 1.4% 18.2% 

60 歳以上 9.1% 10.0% 2.6% 21.6% 

合計 34.4% 32.3% 6.7% 73.4% 

合計 

29 歳以下 12.0% 9.2% 1.5% 22.6% 

30～39 歳 4.2% 4.1% 0.9% 9.2% 

40～49 歳 7.8% 7.0% 1.3% 16.1% 

50～59 歳 10.5% 8.8% 1.6% 20.8% 

60 歳以上 13.5% 14.3% 3.4% 31.2% 

合計 47.9% 43.4% 8.7% 100.0% 

※掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「合計」と合わない場合がある。 

 

 
1 中央最低賃金審議会が地方最低賃金審議会に最低賃金の引上げ額の目安を提示する際に用いる地域区分。本調

査においては、2024(令和 6)年度の最低賃金改定の際に用いられた A～Cの 3 ランクに区分しており、各ランクの

構成は次のとおり。 

A ランク：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府 

B ランク：北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、

長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山

県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県 

C ランク：青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥取県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、

鹿児島県、沖縄県 
2 2025(令和 7)年 5 月時点についての調査を基にしているため、ここでは同時点の最低賃金額を基に最賃近傍雇

用者数を集計した。 
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図表 3 本調査において設定した目標回答者数（人） 

性別 年齢 
勤務地の地域区分（最低賃金のランク） 

合計 
Ａランク Ｂランク Ｃランク 

男性 

29 歳以下 166 118 18 302 

30～39 歳 34 26 6 66 

40～49 歳 32 25 6 63 

50～59 歳 41 32 6 79 

60 歳以上 133 131 24 288 

女性 

29 歳以下 193 158 26 377 

30～39 歳 93 97 21 211 

40～49 歳 201 184 34 419 

50～59 歳 273 232 41 546 

60 歳以上 272 299 78 649 

合計 1,438 1,302 260 3,000 

 

 

５． 調査期間 

2025(令和 7)年 5 月 14 日～5 月 26 日 

 

６． 有効回答者数 

有効回答者数は下表のとおりである。目標回答者数としていたサンプルを回収した。 

 

図表 4 有効回答者数（人） 

性別 年齢 
勤務地の地域区分（最低賃金のランク） 

合計 
Ａランク Ｂランク Ｃランク 

男性 

29 歳以下 166 118 18 302 

30～39 歳 34 26 6 66 

40～49 歳 32 25 6 63 

50～59 歳 41 32 6 79 

60 歳以上 133 131 24 288 

女性 

29 歳以下 193 158 26 377 

30～39 歳 93 97 21 211 

40～49 歳 201 184 34 419 

50～59 歳 273 232 41 546 

60 歳以上 272 299 78 649 

合計 1,438 1,302 260 3,000 
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７． 集計方法 

本調査結果の報告に当たっては、「全体」の集計結果とともに、最低賃金の引上げの影

響についてみるため、過去 1 年以内に時間当たり賃金が上昇した人（Q27）のうち、その

理由として「最低賃金が上がったから」と回答した人（Q29）を集計対象とし、「最賃上

昇による賃金上昇層」と表記のうえ、集計結果を報告している。 

集計は掲載している図表に表示された数値は四捨五入された数値であることから、単数

回答設問において、回答割合を足し上げても 100％にならない場合がある。また、複数

の項目の回答割合を足し上げた際に、実際の集計結果を足し上げた数値とグラフ上の数

値を足し上げた数値が一致しない場合がある。 
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第２章 調査結果 

１． 回答者の属性 

（１）性別 

性別をみると、「全体」では、「女性」が 73.4％、「男性」が 26.6％となっている。 

 

図表 5 性別：単数回答（Q1） 
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（２）年齢 

年齢をみると、「全体」では、「60 歳以上」が 31.2％でもっとも割合が高く、次いで「29 

歳以下」が 22.6％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「60歳以上」が 37.1％、「50歳～59 歳」が

21.3％と「全体」と比べて高く、「29 歳以下」19.4％、「30歳～39歳」7.7％、「40～49 歳」

14.6％が「全体」に比べて低くなっている。 

 

図表 6 年齢：数量回答（Q2 より作成） 

 

 

 

（３）仕事や勤務先の状況 

仕事や勤務先が１つかどうかをみると、「全体」では、「仕事あるいは勤務先は１つのみ」

が 88.0％、「仕事あるいは勤務先が２つ以上ある（副業・兼業を含む）」が 12.0％となっ

ている。 

 

図表 7 仕事や勤務先の状況：単数回答（Q3） 

 



- 8 - 

 

（４）居住地および勤務地 

① 居住する都道府県・勤務先が所在する都道府県 

居住する都道府県・勤務先が所在する都道府県は下表のとおりである。 

 

図表 8 居住する都道府県、勤務先が所在する都道府県：単数回答（Q4_1、Q4_2）

 

  

北海道 5.5 7.2 5.5 7.2 滋賀県 1.0 1.2 0.9 1.1
青森県 0.9 0.9 0.9 0.9 京都府 2.7 2.5 2.7 2.5
岩手県 0.9 1.1 0.9 1.1 大阪府 8.9 8.7 9.5 9.4
宮城県 2.1 2.0 2.0 2.0 兵庫県 5.0 4.9 4.7 4.4
秋田県 0.8 0.6 0.9 0.5 奈良県 1.2 1.2 1.0 1.0
山形県 0.9 0.7 0.8 0.8 和歌山県 0.4 0.5 0.4 0.5
福島県 0.9 0.7 0.9 0.7 鳥取県 0.3 0.4 0.3 0.4
茨城県 2.0 2.2 1.9 2.1 島根県 0.4 0.6 0.4 0.6
栃木県 1.3 1.2 1.2 1.1 岡山県 1.5 1.2 1.5 1.2
群馬県 1.2 1.3 1.2 1.3 広島県 1.7 2.3 1.7 2.2
埼玉県 6.5 5.8 5.8 5.4 山口県 0.9 0.8 0.9 0.9
千葉県 4.6 3.6 4.1 3.5 徳島県 0.2 0.3 0.2 0.3
東京都 11.6 9.4 14.1 10.9 香川県 0.5 0.4 0.5 0.4
神奈川県 9.6 10.1 8.6 9.3 愛媛県 1.5 1.2 1.5 1.2
新潟県 1.7 2.1 1.8 2.1 高知県 0.5 0.6 0.5 0.6
富山県 0.6 0.7 0.7 0.7 福岡県 3.6 3.5 3.6 3.5
石川県 0.5 0.5 0.5 0.5 佐賀県 0.5 0.7 0.5 0.7
福井県 0.3 0.1 0.3 0.1 長崎県 1.1 1.1 1.0 1.1
山梨県 0.5 0.8 0.5 0.8 熊本県 0.8 1.1 0.8 1.1
長野県 1.2 1.2 1.2 1.2 大分県 0.5 0.6 0.5 0.6
岐阜県 1.6 1.6 1.5 1.5 宮崎県 0.4 0.6 0.4 0.6
静岡県 2.4 2.1 2.4 2.1 鹿児島県 0.7 0.7 0.7 0.7
愛知県 5.8 6.3 6.0 6.4 沖縄県 0.6 0.6 0.5 0.6
三重県 1.9 2.4 1.8 2.4 合計 100.0 100.0 100.0 100.0

居住地 勤務地

全体
うち、最賃上昇
による賃金
上昇層

全体
うち、最賃上昇
による賃金
上昇層

居住地 勤務地

全体
うち、最賃上昇
による賃金
上昇層

全体
うち、最賃上昇
による賃金
上昇層
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② 勤務先が所在する都道府県の最低賃金ランク 

勤務先が所在する都道府県の最低賃金ランクの分布をみると、「全体」では、「A ランク」

が 47.9％でもっとも割合が高く、次いで「Bランク」が 43.4％となっている。 

 

図表 9 勤務先が所在する都道府県の最低賃金ランク（Q 4_2 より作成） 

 

 

③ 居住する都道府県と勤務先が所在する都道府県の一致状況 

居住する都道府県と勤務先が所在する都道府県の一致状況をみると、「全体」では 94.6％、

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では 95.9％において居住する都道府県と勤務先が所

在する都道府県が一致している。 

 

図表 10 居住する都道府県と勤務先が所在する都道府県の一致状況（Q4_1 および Q4_2 より作成） 
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北海道 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
青森県 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%
岩手県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
宮城県 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%
秋田県 0.6% 2.0% 3.1% 0.0%
山形県 1.9% 0.0% 0.6% 2.0%
福島県 1.2% 0.0% 0.6% 0.0%
茨城県 4.3% 4.0% 2.5% 2.0%
栃木県 1.9% 2.0% 1.2% 0.0%
群馬県 0.6% 2.0% 1.2% 2.0%
埼玉県 18.0% 12.0% 5.0% 2.0%
千葉県 12.4% 4.0% 2.5% 2.0%
東京都 6.8% 6.0% 53.4% 42.0%
神奈川県 24.2% 26.0% 5.0% 6.0%
新潟県 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%
富山県 0.0% 0.0% 0.6% 2.0%
石川県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
福井県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
山梨県 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%
長野県 0.6% 2.0% 0.6% 2.0%
岐阜県 1.9% 6.0% 0.6% 2.0%
静岡県 0.6% 2.0% 0.6% 2.0%
愛知県 0.6% 2.0% 3.1% 4.0%
三重県 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%

居住地 勤務地

全体
うち、最賃上
昇による賃金
上昇層

全体
うち、最賃上
昇による賃金
上昇層

滋賀県 0.6% 2.0% 0.0% 0.0%
京都府 3.1% 6.0% 1.9% 6.0%
大阪府 1.9% 2.0% 13.0% 18.0%
兵庫県 7.5% 12.0% 1.2% 2.0%
奈良県 4.3% 6.0% 1.2% 2.0%
和歌山県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鳥取県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
島根県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
岡山県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
広島県 0.6% 2.0% 0.0% 0.0%
山口県 0.0% 0.0% 0.6% 2.0%
徳島県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
香川県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
愛媛県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
高知県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
福岡県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
佐賀県 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%
長崎県 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%
熊本県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大分県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
宮崎県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鹿児島県 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
沖縄県 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 100.0 100.0 100.0 100.0

全体
うち、最賃上
昇による賃金
上昇層

全体
うち、最賃上
昇による賃金
上昇層

居住地 勤務地

居住する都道府県と勤務先が所在する都道府県が異なる回答者における、勤務先が所在

する都道府県をみると、「全体」の 53.4％が「東京都」になっており、「うち、最賃上昇に

よる賃金上昇層」の 42.0％が「東京都」と最も多い割合になっている。 

 

図表 11 居住する都道府県と勤務先が所在する都道府県が異なる回答者における、 

勤務先が所在する都道府県（Q4_1 および Q4_2 より作成） 
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（５）就労形態 

本調査では雇われている人のうち、「正規の職員・従業員」を除いた者を調査の対象と

した。 

回答者における就労形態をみると、「全体」では、「パート」が 60.7％でもっとも割合

が高く、次いで「アルバイト」が 26.7％となっている。「うち、最賃上昇による賃金上昇

層」では、「パート」が 68.0％で「全体」よりも高くなっている。 

 

図表 12 就労形態:単数回答（Q5） 

 

 

（６）賃金の支払方法 

賃金の支払方法をみると、「全体」では、「時給」が 79.3％でもっとも割合が高く、次いで

「月給」が 17.9％となっている。「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「時給」が 86.0％

と「全体」と比べて高くなっている。 

 

図表 13 賃金の支払方法:単数回答（Q6） 
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（７）時間当たり賃金 

本調査では、時間当たり賃金が、勤務地の所在する都道府県における最低賃金の 1.1 倍未

満である者を調査対象とした。最賃近傍雇用者全体における時間当たり賃金は図表 14、最賃

上昇による賃金上昇層における時間当たり賃金は図表 15 のとおりである。 

 

図表 14 賃金の支払方法別、時間当たり賃金（最賃近傍雇用者全体） 

 

 

＜集計表＞ 
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図表 15 賃金の支払方法別、時間当たり賃金（最賃上昇による賃金上昇層）:Q8～Q10 より作成 

 

 

＜集計表＞ 
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（８）勤続年数 

本調査では 2024 年 10 月の最低賃金引上げの影響をみるため、１年以上勤続している者を

調査対象とした。勤続年数をみると「全体」では、「３～５年未満」が 18.1％でもっとも割合

が高く、次いで「１～２年未満」が 17.1％、「２～３年未満」が 15.8％となっている。 

 

図表 16 勤続年数:単数回答（Q11） 
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（９）最終学歴 

最終学歴をみると「全体」では、「高等学校（卒業）」が 38.5％でもっとも割合が高く、次

いで「大学（卒業）」が 23.0％となっている。 

図表 17 最終学歴（在学含む）:単数回答（Q12） 
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（１０）婚姻の状況 

婚姻の状況をみると、「全体」では、「配偶者（パートナー）がいる」が 52.6％でもっとも

割合が高く、次いで「配偶者（パートナー）をもったことはない」が 36.7％となっている。

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「配偶者（パートナー）がいる」が 58.3％で、「全

体」と比べて高くなっている。 

 

図 18 婚姻の状況:単数回答（Q13） 
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（１１）同居家族 

同居家族をみると、「全体」では、「配偶者（パートナー）」が 49.7％でもっとも割合が高く、

次いで「子ども」が 30.2％となっている。 

図表 19 同居家族:複数回答（Q14） 
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（１２）同居する子どもの学齢・年齢 

子どもと同居している人について、同居する子どもの学齢・年齢をみると、「全体」では、

「18 歳以上（学生ではない）」が 51.4％でもっとも割合が高く、次いで「小学生」が 18.4％

となっている。 

 

図表 20 同居する子どもの学齢・年齢:複数回答（Q15） 
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（１３）個人年収 

2024 年の個人年収（主な仕事の賃金以外を含む。）をみると「全体」では、「100 万円～150

万円」が 32.3％でもっとも割合が高く、次いで「200 万円～300 万円未満」、が 18.5％となっ

ている。 

 

図表 21 個人年収（2024 年）:単数回答（Q16） 

 

 
（１４）世帯年収 

2024 年の世帯年収をみると「全体」では、「わからない」以外では「200 万円～300 万円未

満」が 12.9％でもっとも割合が高く、次いで「300 万円～400 万円未満」が 10.9％となって

いる。 

図表 22 世帯年収（2024 年）:単数回答（Q17） 
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（１５）生活が誰の収入によっているか 

生活が誰の収入によっているかをみると、「全体」では、「主に配偶者（パートナー）の収入

で暮らしている」が 38.6％でもっとも割合が高く、次いで「自分の収入のみで暮らしている」

が 20.7％となっている。「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「主に配偶者（パートナ

ー）の収入で暮らしている」が 43.4％でもっとも割合が高く、次いで「主に自分の収入で暮

らしている（自分以外の収入もある）」が 18.7％となっている。 

 

図表 23 生活が誰の収入によっているか:単数回答（Q18） 
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（１６）勤務先の業種 

勤務先の業種をみると、「全体」では、「卸売業，小売業」が 22.1％でもっとも割合が高く、

次いで「サービス業（他に分類されるものを除く）」が 16.7％となっている。「うち、最賃上

昇による賃金上昇層」では、「卸売業，小売業」が 26.9％でもっとも割合が高く、次いで「サ

ービス業（他に分類されるものを除く）」が 15.2％となっている。 

 

図表 24 勤務先の業種:単数回答（Q19） 

 

＜集計表＞ 
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（１７）職種 

勤務先での職種をみると、「全体」では、「サービスの仕事」が 28.8％でもっとも割合が高

く、次いで「販売の仕事」が 20.8％となっている。「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、

「サービスの仕事」が 25.2％でもっとも割合が高く、次いで「販売の仕事」が 24.5％となっ

ている。 

 

図表 25 職種:単数回答（Q20） 
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（１８）勤務先が人件費の価格転嫁が必要な状況にあるか 

勤務先が人件費の価格転嫁が必要な状況にあるかをみると、「全体」では、「わからない」

が 60.1％でもっとも割合が高く、次いで「いいえ」が 20.0％となっている。「うち、最賃上

昇による賃金上昇層」では、「わからない」が 61.0％でもっとも割合が高く、次いで「はい」

が 21.8％となっている。 

 

図表 26 勤務先が人件費の価格転嫁が必要な状況にあるか:単数回答（Q21） 
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（１９）勤務先が人件費の価格転嫁を行っているか 

勤務先が人件費の価格転嫁を行っているかをみると、「全体」では、「一部の価格転嫁が実

現したと思う」が 35.1％でもっとも割合が高く、次いで「価格転嫁は実現していないと思う」

が 33.1％となっている。「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「一部の価格転嫁が実現

したと思う」が 36.2％でもっとも割合が高く、次いで「価格転嫁は実現していないと思う」

が 32.5％となっている。 

 

図表 27 勤務先が人件費の価格転嫁を行っているか:単数回答（Q22） 
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２． 就労に関する意識 

（１）働いている理由 

働いている理由をみると、「全体」では、「（主たる稼ぎ手ではないが）生活を維持するには

不可欠のため」が 30.2％でもっとも割合が高く、次いで「家計の主たる稼ぎ手として、生活

を維持するため」が 29.6％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「（主たる稼ぎ手ではないが）生活を維持する

には不可欠のため」が 31.9％でもっとも割合が高く、次いで「家計の主たる稼ぎ手として、

生活を維持するため」が 28.3％となっている。 

 

図表 28 働いている理由:複数回答（Q23） 
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（２）現在の就労形態で働いている理由 

現在の就労形態で働いている理由をみると、「全体」では、「自分の都合の良い時間（日）

に働きたいから」が 54.5％でもっとも割合が高く、次いで「勤務時間・日数が短いから」

が 39.1％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「自分の都合の良い時間（日）に働きたいか

ら」が 58.7％でもっとも割合が高く、次いで「勤務時間・日数が短いから」が 44.8％とな

っている。 

 

図表 29 現在の就労形態で働いている理由:複数回答（Q24） 
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（３）現在の仕事を決めるときに重視していたこと 

現在の仕事を決めるときに重視していたことをみると、「全体」では、「就業形態（パー

ト、アルバイトなど）」が 58.3％でもっとも割合が高く、次いで「勤務地」、「勤務時間数」

が 48.1％となっている。「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「就業形態（パート、

アルバイトなど）」が 64.4％でもっとも割合が高く、次いで「勤務地」が 54.2％となってい

る。 

図表 30 現在の仕事を決めるときに重視していたこと:複数回答（Q25） 
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（４）正社員として働きたい意向 

正社員として働きたい意向があるかどうかをみると、「全体」では、「ある」が 12.1％、「や

やある」が 14.6％となっており、合わせて 26.7％が正社員として働きたい意向があるとして

いる。一方、「ない」が 35.4％、「あまりない」が 16.4％となっており、合わせて 51.9％が正

社員として働きたい意向はないとしている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「ある」が 12.4％、「ややある」が 12.3％とな

っており、合わせて 24.6％が正社員として働きたい意向があるとしている。一方、「ない」が

41.0％、「あまりない」が 16.6％となっており、合わせて 57.7％が正社員として働きたい意

向はないとしている。 

 

図表 31 正社員として働きたい意向:単数回答（Q26） 
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３． 賃金上昇の実態 

（１）過去 1 年以内の時間当たり賃金の上昇有無 

調査時点から過去 1 年以内に時間当たり賃金が上昇したかどうかをみると、「全体」では、

「はい」が 54.6％、「いいえ」が 36.6％となっている。なお、2024(令和 6)年度調査では、過

去 1 年以内に時間当たり賃金が上昇した割合は全体の 53.3％であった。 

 

図表 32 過去 1 年以内の時間当たり賃金の上昇有無:単数回答（Q27） 

 

 

図表 33 （参考）【2024(令和 6)年度調査】過去 1 年以内の時間当たり賃金の上昇有無:単数回答 
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（２）（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金が上昇した時期 

調査時点から過去１年以内に時間当たり賃金が上昇した人について、その時期をみると、

「全体」では、「2024 年 10 月」が 36.2％でもっとも割合が高く、次いで「わからない」が

15.3％、「2025 年 4 月」が 14.4％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「2024 年 10 月」が 43.2％と「全体」と比べて

高くなっている。 

 

図表 34 （過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金が上昇した時期:複数回答（Q28） 
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（３）（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金が上昇した理由 

調査時点から過去 1 年以内に時間当たり賃金が上昇した人について、賃金が上昇した理由

をみると「全体」では、「最低賃金が上がったから」が 74.1％でもっとも割合が高く、次いで

「勤続年数に応じて昇給されたから」が 12.4％となっている。なお、2024(令和 6)年度調査

では、「最低賃金が上がったから」が全体で 69.4％であった。 

 

図表 35（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金が上昇した理由:複数回答（Q29） 
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図表 36 （参考）【2024(令和 6)年度調査】（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金が上昇した理 

由:複数回答 
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（４）（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金上昇額 

調査時点から過去 1 年以内に時間当たり賃金が上昇した人について、賃金上昇額をみると、

「全体」では、「50 円～54 円」が 26.7％でもっとも割合が高く、次いで「10 円～14 円」が

13.0％、「20 円～24 円」が 9.5％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「50円～54 円」が 29.9％でもっとも割合が高

く、次いで「10円～14円」が 11.7％、「20 円～24 円」が 9.1％となっている。 

なお、「全体」「うち、最賃上昇による賃金上昇層」いずれについても、2024(令和 6)年度調

査と比較すると、令和 6 年 10 月の各都道府県の最低賃金引上げ額の多くが該当する「50 円

～54 円」の割合が上がっている。 

 

図表 37 （過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金上昇額:単数回答（Q30） 

 
 

図表 38  (参考)【2024(令和 6)年度調査】（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金上昇額:単数

回答 
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（５）（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金上昇による仕事のモチベー

ションへの影響 

調査時点から過去 1 年以内に時間当たり賃金が上昇した人について、賃金が上昇したこと

による仕事のモチベーションへの影響をみると、「全体」では、「変わっていない」が 60.2％

でもっとも割合が高く、「上がった」と「やや上がった」を合わせて 36.0％、「下がった」と 

「やや下がった」を合わせて 2.9％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「変わっていない」が 64.0％でもっとも割合が

高く、「上がった」と「やや上がった」を合わせて 32.7％、「下がった」と「やや下がった」

を合わせて 2.7％となっている。 

 

図表 39 （過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金上昇による仕事のモチベーションへの影 

響:単数回答（Q31） 
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（６）（過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金上昇による仕事の能率への影響 

調査時点から過去 1 年以内に時間当たり賃金が上昇した人について、賃金が上昇したこと

による仕事の能率への影響をみると、「全体」では、「能率は変わらないと思う」が 85.0 

％でもっとも割合が高く、「能率は良くなったと思う」が 13.2％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「能率は変わらないと思う」が 88.1％でもっと

も割合が高く、「能率は良くなったと思う」が 10.1％となっている。 

 

図表 40 （過去 1 年以内に賃金が上昇した場合）賃金上昇による仕事の能率への影響:単数回答

（Q32） 
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４． 労働時間の実態と変化 

（１）平均的な週当たり実労働時間 

平均的な週当たりの実労働時間をみると、「全体」では、「15～20 時間未満」が 28.0％でも

っとも割合が高く、次いで「15 時間未満」が 19.2％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「15～20 時間未満」が 33.3％でもっとも割合

が高く、次いで「15 時間未満」が 18.0％となっている。 

 

図表 41 平均的な週当たり実労働時間:単数回答（Q33） 
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（２）就業調整の有無 

就業調整（税や社会保険等を意識して、収入を一定の金額に抑えるために労働時間・日数

を調整すること）をしているかどうかをみると、「就業調整をしている」割合は「全体」では、

33.0％「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では 34.5％となっている。 

 

図表 42 就業調整の有無:単数回答（Q34） 

 

 

また、最賃上昇による賃金上昇層について、主たる生計維持者か否か別に就業調整をして

いる割合をみると、「主に自分の収入で暮らしている」場合には 23.7％、「主に自分の収入で

暮らしている」以外の場合には 37.2％となっている。 

 

図表 43「最賃上昇による賃金上昇層」における、主たる生計維持者か否か別、就業調整の有 

無:単数回答（Q34×Q18） 
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（３）就業調整をしている理由 

就業調整をしている人について、「全体」では、「自分の所得税の非課税限度額（103 万円）

を超えると、税金を支払わなければならないから」が 55.1％でもっとも割合が高く、次いで

「一定額（130 万円）を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険等の被扶養者からはずれ、

自分で加入しなければならなくなるから」が 25.1％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「自分の所得税の非課税限度額（103 万円）を

超えると、税金を支払わなければならないから」の割合が 63.0％となっている。 

 

図表 44 就業調整をしている理由:複数回答（Q35） 
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（４）1 年前と現在を比べた労働時間の変化 

1 年前と調査時現在の労働時間の変化をみると、「全体」では、「変わっていない」が 68.8％

でもっとも割合が高く、「増えた」と「やや増えた」を合わせて 17.9％、「減った」と「やや

減った」を合わせて 13.3％となっている。「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「変わ

っていない」が 66.9％、「増えた」と「やや増えた」を合わせて 18.8％、「減った」と「やや

減った」を合わせて 14.3％となっている。 

 

図表 45 1 年前と現在を比べた労働時間の変化:単数回答（Q36） 

 
 

また、最賃上昇による賃金上昇層について、主たる生計維持者か否か別に、１年前と調査

時現在の労働時間の変化をみると、「主に自分の収入で暮らしている」では、「変わっていな

い」が 66.1％、「上がった」と「やや上がった」を合わせて 21.3％、「やや減った」と「やや

減った」を合わせて 12.4％となっている。「主に自分の収入で暮らしている」以外では、「変

わっていない」が 70.7％、「増えた」と「やや増えた」を合わせて 13.8％、「減った」と「や

や減った」を合わせて 15.5％となっている。 

 

図表 46「最賃上昇による賃金上昇層」における、主たる生計維持者か否か別、1 年前と現在 

を比べた労働時間の変化:単数回答（Q36×Q18） 
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（５）（労働時間が増えた場合）1 年前と現在を比べて、労働時間が増えた理由 

1 年前と調査時現在を比べて、労働時間が「増えた」または「やや増えた」人について、そ

の理由をみると、「全体」では、「以前と比べて職場が繁忙であるため」が 69.2％でもっとも

割合が高く、次いで「勤務先の人手が不足しているため」が 52.1％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「以前と比べて職場が繁忙であるため」96.1％

でもっとも割合が高く、次いで、「勤務先の人手が不足しているため」が 57.5％となってい

る。 

図表 47 （労働時間が増えた場合）1 年前と現在を比べて、労働時間が増えた理由:複数回答 

（Q37） 
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（６）（労働時間が減った場合）1 年前と現在を比べて、労働時間が減った理由 

1 年前と調査時現在を比べて労働時間が「減った」または「やや減った」人について、その

理由をみると、「全体」では、「以前と比べて職場が忙しくないため」が 23.6％でもっとも割

合が高く、次いで（時間当たり賃金が上昇したことで）就業調整（年収の抑制、労働時間・日

数の調整）の範囲内で働ける時間数が減ったため」17.3％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「（時間当たり賃金が上昇したことで）就業調

整（年収の抑制、労働時間・日数の調整）の範囲内で働ける時間数が減ったため」が 23.6％

でもっとも割合が高い。また、「以前と比べて職場が忙しくないため」が 20.7％となってお

り、「全体」と比べて低くなっている。 

 

図表 48 （労働時間が減った場合）1 年前と現在を比べて、労働時間が減った理由:複数回答（Q38） 
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５． 現在の賃金や暮らし向き 

（１）1 年前と現在を比べた、主な仕事による 1 ヶ月当たりの賃金の増減 

１年前と調査時現在を比べて、主な仕事による１ヶ月当たりの賃金が増えたかどうかをみ

ると、「全体」では、「変わっていない」が 51.7％でもっとも割合が高く、「増えた」と「や

や増えた」を合わせて 36.9％、「減った」と「やや減った」を合わせて 11.4％となってい

る。なお、2024(令和 6)年度調査では、「増えた」と「やや増えた」を合わせた割合は

36.0％であった。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「やや増えた」が 49.7％でもっとも割合が高

く、次いで「変わっていない」が 33.3％となっている。また、「増えた」と「やや増えた」

を合わせて 58.2％、「減った」と「やや減った」を合わせて 8.5％となっている。なお、

2024(令和 6)年度調査では、「増えた」と「やや増えた」を合わせた割合は 56.3％であっ

た。 

 

図表 49 主な仕事による 1 ヶ月当たりの賃金の増減:単数回答（Q39） 

 

 

図表 50 （参考）【2024(令和 6)年度調査】主な仕事による 1 ヶ月当たりの賃金の増減:単数回答 
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最賃上昇による賃金上昇層について、主たる生計維持者か否か別に、主な仕事による 1 ヶ

月当たりの賃金の増減をみると、「増えた」と「やや増えた」を合わせた割合は「主に自分

の収入で暮らしている」では 65.6％、「主に自分の収入で暮らしている以外」では 56.1％と

なっており、主たる生計維持者の方が割合が高い。 

なお、2024(令和 6)年度調査では、「増えた」と「やや増えた」を合わせた割合は「主に

自分の収入で暮らしている」では 59.8％、「主に自分の収入で暮らしている以外」では

54.1％となっており、主たる生計維持者の方が割合が高い。 

 

図表 51 「最賃上昇による賃金上昇層」における、主たる生計維持者か否か別、主な仕事による 1 ヶ

月当たりの賃金の増減:単数回答（Q39×Q18） 

 

 

図表 52 (参考)【2024(令和 6)年度調査】「最賃上昇による賃金上昇層」における、主たる生計維持

者か否か別、主な仕事による 1 ヶ月当たりの賃金の増減:単数回答 
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（２）現在の賃金の使途 

現在の賃金の使途をみると、「全体」では、「自分の生活費」が 57.1％でもっとも割合が

高く、次いで「自分の小遣い」が 49.0％となっている。 

 

図表 53 現在の賃金の使途:複数回答（Q40） 
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（３）時間当たりの賃金に対する満足度 

現在の時間当たりの賃金に対する満足度をみると、「全体」では、「満足」と「やや満足」

を合わせた割合は 28.0％となっている。「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「満

足」と「やや満足」を合わせた割合は 33.4％となっており、「全体」と比べてやや高くなっ

ている。 

なお、2024(令和 6)年度調査では、「満足」と「やや満足」を合わせた割合は「全体」で

26.2％となっており、2024(令和 6)年度調査から 2025(令和 7)年度調査にかけて、時間当た

りの賃金に対する満足度について大きな変化はみられない。 

 

図表 54 時間当たりの賃金に対する満足度:単数回答（Q41） 

 

 

図表 55 （参考）【2024(令和 6)年度調査】時間当たりの賃金に対する満足度:単数回答 
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（４）1 年前と現在を比べた、時間当たりの賃金に対する満足度の変化 

1 年前と調査時現在を比べた時間当たりの賃金に対する満足度の変化をみると、「全体」で

は、「変わっていない」が 66.3％でもっとも割合が高く、「上がった」と「やや上がった」を

合わせた割合は 17.9％となっている。「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「上がった」

と「やや上がった」を合わせた割合は 24.1％となっており、「全体」と比べて高くなっている。 

なお、2024(令和 6)年度調査では、「上がった」と「やや上がった」を合わせた割合は「全

体」で 14.8％、「うち、最賃上昇による賃金上昇層」で 21.0％となっており、2025(令和 7)年

度調査と 2024(令和 6)年度調査では、1 年前と現在を比べた、時間当たりの賃金に対する満

足度について大きな変化はみられない。 

 

図表 56 1 年前と現在を比べた、時間当たりの賃金に対する満足度:単数回答（Q42） 

 

 

図表 57 （参考）【2024(令和 6)年度調査】1 年前と現在を比べた、時間当たりの賃金に対する満足 

度:単数回答 
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（５）（1 年前と現在を比べて 1 ヶ月の賃金が増えた場合）増えた賃金の使途 

1 年前と調査時現在を比べて、1 ヶ月の賃金が増えた人（Q39）について、増えた分の賃金

の使途をみると、「全体」では、「多くを消費に回している」が 33.9％でもっとも割合が高く、

次いで「ほぼすべてを消費に回している」が 26.2％となっている。「うち、最賃上昇による賃

金上昇層」では、「ほぼ全てを消費に回している」が 33.2％でもっとも割合が高く、次いで

「多くを消費に回している」が 26.6％となっている。 

 

図表 58 （1 年前と現在を比べて 1 ヶ月の賃金が増えた場合）増えた賃金の使途:単数回答（Q43） 

 

また、最賃上昇による賃金上昇層について、主たる生計維持者か否か別に、増えた賃金の

使途をみると、「主に自分の収入で暮らしている」では、割合が高い順に、「ほぼ全てを消費

に回している」が 41.0％、「多くを消費に回している」が 37.4％となっている。「主に自分の

収入で暮らしている」以外では、「多くを消費に回している」が 33.1％、「ほぼ全てを消費に

回している」が 22.5％となっている。 

図表 59 「最賃上昇による賃金上昇層」における、主たる生計維持者か否か別、（1 年前と現在 

を比べて 1 ヶ月の賃金が増えた場合）増えた賃金の使途:単数回答（Q43×Q18） 
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（６）現在の暮らし向き 

現在の暮らし向きをみると、「全体」では、「普通」が 39.5％でもっとも割合が高く、「ゆと

りがある」と「ややゆとりがある」を合わせた割合は 14.9％となっている。「うち、最賃上昇

による賃金上昇層」では、「ゆとりがある」と「ややゆとりがある」を合わせた割合は 16.9％

となっている。 

 

図表 60 現在の暮らし向き:単数回答（Q44） 
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（７）1 年前と現在を比べた、暮らし向きの変化 

1年前と調査時現在を比べた、暮らし向きの変化をみると、「全体」では、「変わってい

ない」が55.9％でもっとも割合が高く、「ゆとりが増した」と「ややゆとりが増した」を合

わせた割合は8.4％となっている。「うち、賃金上昇による賃金上昇層」では、「ゆとりが

増した」と「ややゆとりが増した」を合わせた割合は8.0％となっている。 

 

図表 61 1 年前と現在を比べた、暮らし向きの変化:単数回答（Q45） 
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６． 現在の仕事や職場の満足度 

【最賃近傍雇用者全体】 

現在の仕事や職場の満足度について、最賃近傍雇用者全体の傾向をみると、「満足」と

「やや満足」を合わせた割合は、高い順に、「労働時間・休日等の労働条件」で 51.8％、

次いで「仕事の内容・やりがい」で 48.4％、「毎月の賃金が安定している」で 44.0％、「雇

用の安定性」で 42.9％、「正社員以外の労働者との人間関係、コミュニケーション」で

41.6％などとなっている。一方、低い順にみると、「教育訓練・能力開発のあり方」で 18.6％、

次いで「人事評価・処遇のあり方」が 27.8％、「福利厚生」が 28.0％、「給与の総額」が

29.0％となっている。「不満」と「やや不満」を合わせた割合は、「給与の総額」でもっと

も高く 33.7％となっている。 

 

図表 62 現在の仕事や職場の満足度（最賃近傍雇用者全体）:単数回答（Q46） 
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【最賃上昇による賃金上昇層】 

現在の仕事や職場の満足度について、最賃上昇による賃金上昇層の傾向をみると、「満

足」と「やや満足」を合わせた割合は、高い順に、「労働時間・休日等の労働条件」で 58.6％、

次いで「仕事の内容・やりがい」で 52.2％、「毎月の賃金が安定していること（変動しな

いこと）」で 49.9％となっている。一方、低い順にみると、「教育訓練・能力開発のあり方」

で 18.5％、次いで、「人事評価・処遇のあり方」が 31.5％、「給与の総額」が 33.5％とな

っている。「不満」と「やや不満」を合わせた割合は、「給与の総額」でもっとも高く 28.3％

となっている。 

 

図表 63 現在の仕事や職場の満足度（最賃上昇による賃金上昇層）:単数回答（Q46） 
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７． 最低賃金引上げ等に関する認知 

（１）勤務先が所在する都道府県の最低賃金の額について 

① 勤務先が所在する都道府県の最低賃金の額の認知 

勤務先が所在する都道府県の最低賃金の額を知っている割合は、「全体」では 57.2％、「う

ち、最賃上昇による賃金上昇層」では 73.2％となっている。 

 

図表 64 勤務先が所在する都道府県の最低賃金の額の認知:単数回答（Q47） 
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② 勤務先が所在する都道府県の最低賃金の額を知った経緯・方法 

勤務先が所在する都道府県の最低賃金の額を知っている人について、その経緯や方法をみ

ると、「全体」では、「テレビで知った」が 42.9％でもっとも割合が高く、次いで「インター

ネット（SNS 等を含む）で知った」が 35.7％となっている。「うち、最賃上昇による賃金上昇

層」では、「テレビで知った」が 45.7％でもっとも割合が高くなっている。 

 

図表 65 勤務先が所在する都道府県の最低賃金の額を知った経緯・方法:複数回答（Q48） 
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（２）2024 年 10 月に最低賃金が引き上げられたことについて 

① 2024 年 10 月に最低賃金が引き上げられたことの認知 

2024 年 10 月に最低賃金が引き上げられたことを知っていた割合は、「全体」では 75.0％、

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では 92.4％となった。 

 

図表 66 2024 年 10 月に最低賃金が引き上げられたことの認知:単数回答（Q49） 
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② 2024 年 10 月に最低賃金が引き上げられたことを知った経緯・認知 

2024 年 10 月に最低賃金が引き上げられたことを知っていた人について、その経緯や方法

をみると、「全体」では、「テレビで知った」が 52.9％でもっとも割合が高く、次いで「イン

ターネット（SNS 等含む）で知った」が 28.0％となっている。「うち、最賃上昇による賃金上

昇層」では、「テレビで知った」が 52.5％でもっとも割合が高く、次いで「勤務先から知らさ

れた」が 32.8％となっている。 

 

図表 67 2024 年 10 月に最低賃金が引き上げられたことを知った経緯・認知:複数回答（Q50） 
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８． 最低賃金引上げに関する意識 

（１）今後も最低賃金が引き上がるべきと思うか 

今後も最低賃金が引き上がるべきと思う割合は、「全体」では、「そう思う」が 49.9％、「や

やそう思う」が 25.9％、合わせて 75.9％となっている。「うち、最賃上昇による賃金上昇層」

では、「そう思う」が 58.0％、「ややそう思う」が 25.5％、合わせて 83.4％となっており、「全

体」と比べて高くなっている。 

 

図表 68 今後も最低賃金が引き上がるべきと思うか:単数回答（Q51） 
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（２）今後も最低賃金が引き上がるべきと思う理由 

今後も最低賃金が引き上がるべきと思う人について、その理由をみると、「全体」では、「現

在の最低賃金額は生計を維持するために十分な水準でないから」が 65.8％でもっとも割合が

高く、次いで「最低賃金が引き上がると、自分の賃金も上がるから」が 51.1％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「現在の最低賃金額は生計を維持するために十分

な水準でないから」が 58.4％でもっとも割合が高く、次いで「最低賃金が引き上がると、自

分の賃金も上がるから」が 58.1％となっている。 

 

図表 69 今後も最低賃金が引き上がるべきと思う理由:複数回答（Q52） 
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（３）今後も最低賃金が引き上がるべきと思わない理由 

今後も最低賃金が引き上がるべきと思わない人について、その理由をみると、「全体」では、

「最低賃金が引き上がると、その分労働時間を減らさなくてはならないから」が 26.2％でも

っとも割合が高く、「わからない」を除き、次いで「最低賃金が引き上がる」と物価が上昇す

るなど経済に悪い影響を与えると思うから」が 25.2％となっている。 

「うち、最賃上昇による賃金上昇層」では、「最低賃金が引き上がると、その分労働時間を

減らさなくてはならないから」が 53.8％でもっとも割合が高く、次いで「最低賃金が引き上

がると、勤務先の業績が悪化すると思うから」が 30.8％となっている。 

 

図表 70 今後も最低賃金が引き上がるべきと思わない理由:複数回答（Q53） 
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参考資料１.2024(令和 6)年度地域別最低賃金改定状況 
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参考資料２.アンケート調査票 
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参考資料３.集計表（回答者全体を対象とした集計） 

※表内のうち n は回答者全体の人数を 3,000 人とした際のサンプルサイズを示す。 

※表内に表示された集計結果は四捨五入された数値であることから、単数回答設問において、回答割合を足し上

げても 100％にならない場合がある。また、複数の項目の回答割合を足し上げた際に、実際の集計結果を足し上

げた数値と表内の数値を足し上げた数値が一致しない場合がある。 
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参考資料４.集計表（最賃上昇による賃金上昇層を対象とした集計） 

※過去１年以内に時間あたり賃金が上昇した人（Q27）のうち、その理由として「最低賃金が上がったから」と回

答した人（Q29）を集計対象とする。 

※表内のうち n は回答者全体の人数を 3,000 人とした際のサンプルサイズを示す。調査への回答者全体の人数を

3,000 人とした場合、「最賃上昇による賃金上昇層」のサンプルサイズは 1,214 人である。 

※表内に表示された集計結果は四捨五入された数値であることから、単数回答設問において、回答割合を足し上

げても 100％にならない場合がある。また、複数の項目の回答割合を足し上げた際に、実際の集計結果を足し上

げた数値と表内の数値を足し上げた数値が一致しない場合がある。 
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